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最高裁秘書第387号

平成30年2月13日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長今崎幸

司法行政文書開示通知書

平成29年8月17日付け（同月21日受付，最高裁秘書第3621号）で申出

のありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしました

ので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

東京地家裁立川支部（仮称）庁舎整備等事業に関する事業契約書（第2回変更）

写し（片面で6枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，公にすることにより法人等の権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがある情報（法人の代表者の印影）が記載されており， この

情報は，行政機関情報公開法第5条第2号イに定める不開示情報に相当すること

から， この情報が記載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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東京地家裁立川支部（仮称）庁舎整備等事業に関する事業契約書
(第2回変更）
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東京地家裁立川支部(仮称)庁舎整備等事業に関する事業契約書(第2回変更）

支出負担行為担当官最高裁判所事務総局経理局長（以下「甲」という｡)，支出負担行

為担当官東京地方裁判所長（以下｢乙」という｡）及び支出負担行為担当官国土交通

省関東地方整備局長（以下「丙」という｡） とネクストコートハウス立川PFI株式会社
（以下「事業者」という｡）との間で，平成19年1月11日付けで締結した東京地家裁

立川支部（仮称）庁舎整備等事業に関する事業契約書(以下「事業契約書」 という｡）及
び同年3月29日付けで締結した同事業契約書(第1回変更）（以下「第1回変更契約書」
という｡）について，事業契約書第15条第5項，第28条第3項,同条第7項，第46
条第5項及び第47条第5項に従い,甲，乙及び丙と事業者との間で,平成21年3月、

日付けで定めた東京地家裁立川支部（仮称）庁舎整備等事業における地中障害物等に関す
る協議書により｢増加費用」の金額及び支払方法， 「事業費』の減額方法について定めた

ので,甲， 乙及び丙と事業者との間で，事業契約書及び第1回変更契約書の第2回変更契
約を締結する。

記

1 事業契約書頭書第4項に定める契約代金額（第1回変更契約書記1による変更後の契

約代金額） 金9， 846， 969， －458円（うち取引に係る消費税及び地方消費税
の額金431，551， 615円）を金7, 861, 038円（うち取引に係る消
費税及び地方消贄税の額金963， 787円）増額する
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変更後の契約代金額金9， 854， 830， 496円

（うち取引に係る消費税及び地方消菱税の額金432， 515， 402円）

2事業契約書.｢別紙X契約金額の内訳」 （第1回変更契約書記2による変更後の別紙）
を別紙(第2回変更契約後）のとおり変更する。

3 その他の条項は．一切事業契約書どおりとし，変更しない。
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この契約締結の証として本書4通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。

●

平成21年3月畑日
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東京都千代田区隼町4－2

支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長 小池

乙 住所 東京都千代田区霞が関1－1－4

支出負担行為担当官

東京地方裁判所長池 田
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丙 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心2－1

支出負担行為担当官

関東地方整備局長菊川
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事業者 住所

商号

東京都千代田区大手町2－6－3

ネクストコートハウス立川PFIウス立川PFI

●
株式会社
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(別紙）

別紙1契約金額の内訳
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6,925,421,206円

31,105,529円

784,385,626円

12,378,479円

1,584,236,009円

10,906,795円

121,375,002円

923,004円

431,551,615円

963,787円

9,854,830,496円

施設整備費用

維持管理費用
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その他の費用

消費税等

※1事業菱の年度別内訳金額は別紙のとおり
2増加費用の内訳は次のとおり
（1）地中障害物除去工事費
（2）施設整備期間延長に伴う施設費増額
（3） 「要求水準書」及び「設計図書」の
変更によ‘る増加費用

3減額費用の内訳は次のとおり
（1）割賦利息

（2）維持管理菱用
（3）その他養用
4消費税等の増額分内訳は次のとおり
(1)増加費用に係る消費税等の合計
（2）減額費用（割賦利息を除く。 ）に係る
消菱税等の合計

（3） (1)と(2)の差額

金
金
金

5,130,000円
18,794,199円
7,181,330円

~

金
金
金

12,378,479円

10,906,795円

923,004円

金
金
1,555,276円

591,489円

金 963,787円
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契約金額の内訳
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